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○北中城村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員候補者募集要領 

 

 

１ 目的 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）に基づき、北中城村農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員候補者の推薦を求めるとともに、募集を行う。 

 

２ 北中城村農業委員会の委員の概要 

（１）委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その

他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のう

ちから、村長が、議会の同意を得て任命する。 

（２）定数は、６人。その内過半数を認定農業者等とし、農業委員会の所掌に属する事項

に関し利害関係を有しない者も含む。 

（３）身分及び報酬は、地方自治法第２０３条の２に規定する特別職の非常勤職員で、北

中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づ

き報酬及び費用弁償を支給する。 

（４）任期は、令和８年１０月１日（予定）から令和１１年９月３０日まで。 

 

３ 北中城村農地利用最適化推進委員の概要 

（１）委員は、農地利用の最適化推進に熱意と職見をもって職務を適切に行うこと      

ができる者のうちから、農業委員会が委嘱する。 

（２）定数は、３人。担当する区域及び推進委員の数は、北中城村東区域（渡口、和仁屋、

熱田）２人、北中城村西区域（仲順、喜舎場、安谷屋、荻道、大城）１人とする。 

（３）身分及び報酬は、地方自治法第２０３条の２に規定する特別職の非常勤職員で、北

中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づ

き報酬及び費用弁償を支給する。 

（４）任期は、委嘱日から令和１１年９月３０日まで。 
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４ 主な業務内容 

（１） 農業委員 

 
① 農業委員会総会への出席 

 
② 農地の権利移動、農地転用等の許可にあたり、現地調査、意見等の審議 

 
③ 農地の利用状況調査 

 
④ 農地の利用最適化（農地の利用集積、遊休農地の防止解消など）活動 
 

⑤ 北中城村のブラッシュアップに向けた地域農業者等（担当区域）の話合いの推進
等 

 

（２） 農地利用最適化推進委員 

 
① 農業委員会総会への出席（担当地域の農地法等の申請内容についての意見） 

② 農地法に基づく申請案件に対する現地調査（農業委員と連携） 

③ 農地の利用状況調査（担当区域を農業委員と連携） 

④ 農地の利用最適化（農地の利用集積、遊休農地の防止解消など）活動 
 

⑤ 北中城村のブラッシュアップに向けた地域農業者等（担当区域）の話合いの推進
等 

 

５ 推薦及び募集の資格 

   委員の候補者として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に識見を有 

し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員の所掌に属する事項に 

関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号に該当しないものとする。 

 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

に該当する暴力団若しくは暴力団委員又はこれらと密接な関係を有する者 

（２）破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者 

（３）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

 

６ 推薦及び応募の方法 

  下記の該当する様式に必要事項を記入のうえ、持参又は郵送により提出してください。 
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 尚、提出された書類については返却しませんので、ご了承ください。 

※被推薦者及び応募者の氏名、年齢、職業は、北中城村公式ホームページに公表するこ

とになりますので、ご了承ください。 

 

※農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に、同時に推薦・応募することはできます 

が、兼務はできません。 

 

（１）提出書類： 

①農業委員候補者関係様式 

 ア 個人が推薦を行う場合  【様式第１号 農業委員候補者推薦書（個人用）】 

 ※個人推薦には農業者３名以上必要 

イ 団体が推薦を行う場合  【様式第２号 農業委員候補者推薦書（団体用）】 

※農業者の組織する団体またはその他の団体 

ウ 自ら応募する場合  【様式第３号 農業委員候補者応募書】 

②農地利用最適化推進委員関係様式 

ア 個人が推薦を行う場合  【様式第４号 農地利用最適化推進委員候補者 

推薦書（個人用）】※個人推薦には農業者３名以上必要 

イ 団体が推薦を行う場合  【様式第５号 農地利用最適化推進委員候補者

推薦書（団体用）】※農業者の組織する団体またはその他の団体 

ウ 自ら応募する場合 【様式第６号 農地利用最適化推進委員候補者応募書】 

（２）添付資料 

被推薦者及び応募者の住民票抄本（本籍地記載で、発行から３箇月以内のもの）を

添付すること。 

（３）受付期間 

令和８年６月１日から令和８年６月３０日 ※土日・祝日を除く 

（４）受付時間：村役場開庁日の午前８時３０分から午後５時まで（昼食除く）とし、     

郵送の場合による提出も可能です。（当日消印有効） 

（５）提出場所：郵便番号 ９０１－２３９２ 

        北中城村字喜舎場４２６番地２ 

        北中城村役場農林水産課（農業委員会事務局） 
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ＴＥＬ：０９８－９３５－２２６０（代表） 

 

７．選任方法 

農業委員については、北中城村農業委員候補者評価委員会において、被推薦者及び応

募者の評価を行い、村長へ報告します。村長は同委員会の報告に基づき、農業委員候補

者を決定し、北中城村議会の承認を得て、任命します。  

農地利用最適化推進委員については、農業委員会において被推薦者及び応募者の評価

を行い、農業委員会が委嘱します。 

 

８．選考の通知 

選考結果は、後日、本人宛に郵送で通知します。 

 

９．個人情報の取扱い  

推薦または応募により取得した個人情報につきましては、保護、管理に十分留意する

とともに、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。       

         

 


